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第１章 総則 

１. 提案依頼の概要 

(1) 提案依頼の趣旨  

金沢市企業局（以下「企業局」という。）における設計積算業務のデジタル技術の活用及び作業

効率の向上を図るため、設計図から数量表及び積算書を自動作成できる設計積算システムを導入す

る。 

このようなシステムは価格のみによる競争では所期の目的を達成できず、受注者の能力、技術、

感性、経験等による判断が必要なため、公募型プロポーザルによって最適な受注者を特定するもの

である。 

金沢市企業局上下水道設計積算システム構築業務委託公募型プロポーザル提案依頼書（以下「本

書」という。）は、本システムの構築及び構築後の運用保守等に係る企業局要求事項等を示し、金沢

市企業局上下水道設計積算システム構築業務委託公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」と

いう。）において、本プロポーザルに応募した者（以下「提案者」という。）が提出する提案（以下

「本提案」という。）について、金沢市企業局上下水道設計積算システム構築業務委託公募型プロ

ポーザル実施要領で定める事項に加えて、提示するものである。 

(2) 本提案の基本事項 

本提案は本書の要求事項を満たすこと。また、金沢市企業局上下水道設計積算システム構築業務

委託公募型プロポーザル実施要領の他、企業局が本プロポーザル実施において示す資料の記載事項

を満たすこと。 

また、本提案は原則、パッケージソフトに企業局が求める機能要求等に対応するための適切なカ

スタマイズを前提としたものとすること。さらに、企業局における本提案の選定に当たっては、パッ

ケージソフトと企業局要求事項等との近似性、技術提案力、開発体制、システム稼働後の支援体制、

経費等を含めて総合的に判断することから、それらの事項も本提案に含むこと。 
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第２章 提案方法 

提案者は、提案者による本提案内容を企業局に示すため、企画提案書等の提出、パッケージソフトの

デモンストレーション及び企画提案書等に基づくプレゼンテーションを実施すること。 

１. 企画提案書等の提出 

提案者は、以下に示す提案書表紙、提案書、提案書抜粋版、回答書及び見積関係書類により構成

される書類（以下「企画提案書等」という。）を作成し、企業局に提出すること。 

(1) 企画提案書等の構成 

企画提案書等は以下の資料により構成されるものとする。 

ア 提案書表紙 

提案書表紙については、正本用と副本用に分かれるものとし、以下の様式を使用すること。 

 （様式４）企画提案書表紙（正本用） 

 （様式５）企画提案書表紙（副本用） 

イ 提案書、提案書抜粋版 

提案書抜粋版の様式は提案書と同じものとし、表紙に抜粋版であることを明記すること。 

 （様式６）提案書、提案書抜粋版 

ウ 回答書 

回答書は以下に示す全てを提出すること。 

 （様式７）機能要求対応回答書 

エ 見積関係書類 

見積関係書類は以下に示す全てを提出すること。 

 （様式８）見積書 

 （様式９）システム構築・運用に係る経費の見積価格内訳書 

(2) 企画提案書等の製本 

ア 企画提案書等における各様式については A4 サイズとし、企画提案書等の製本においても A4

長辺綴じとする。ただし、提案者側で作成した図面等の補足資料及び付属資料等については

A4 サイズ以外も可とする。その場合は、A4 サイズに折り込むこと。 

イ 企画提案書（正本）について 

 （様式４）企画提案書表紙（正本用）を表紙に使用し、提案者名を記載し、押印すること。

以降のページ構成は、提案書、提案書抜粋、機能要求対応回答書、見積関係書類の順とす

ること。機能要求対応回答書及び見積関係書類は様式番号順とすること。 

 袋とじ等を行い、内容の差し替えができない形とすること。 

ウ 企画提案書（副本）について 

 （様式５）企画提案書表紙（副本用）を表紙として使用し、以降のページ構成は、（様式５）

提案書、（様式７）機能要求対応回答書の順とすること。 

様式５、様式７の記載内容は、企画提案書（正本）と同様とすること。 

 フラットファイル等に綴じること。 

エ 企画提案書等の目次については、必須としない。 

(3) 企画提案書の記載に係る注意事項 

ア 提案書 
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 提案書は、本書及び金沢市企業局上下水道設計積算システム構築業務委託仕様書（以下「本

システム構築仕様書」という。）を満たすことを前提として、「（様式６）提案書、提案書抜

粋版」に指定する事項を全て漏れなく記載すること。 

 「（様式６）提案書、提案書抜粋版」については、文字サイズ、文字色、枠線の太さ、枠線

の色、枠の大きさ等は指定しない。但し、様式上の字句、枠線等は削除しない（縮小等は

可）こと。 

 「（様式６）提案書、提案書抜粋版」について必要に応じて頁を追加して作成すること。た

だし、提案書は、最大 100 頁以内（提案書表紙、提案書目次等も含む。）とすること。 

 厳格な匿名診査を行うため、提案者が判別できる内容の記載（特定の者と判別できる記号

やふちどりなどを含む。）は行わないこと。 

 提案書に記載すべき事項については、本書別項に示すものとする。 

イ 提案書抜粋版 

 企画提案書に関するプレゼンテーション実施時用資料として、提案書より必要頁を抜粋し

たものとすること。 

 提案書から必要頁を抜粋するのみとして、抜粋することによる頁数変更等の変更以外に記

載内容の変更は行わないこと。 

ウ 回答書 

回答書については、次に指定する事項を全て漏れなく記載すること。 

 機能要求対応回答書 

機能要求に関する回答は、（様式７）機能要求対応回答書に記載することとし、以下の事

項に留意すること。 

(a) 行及び列の追加・削除は行わないこと。 

(b) 記載項目の詳細については下表のとおりとする。 

項目名 記載内容 注意事項 

業務名 本システム構築仕様書に係る機能要

求一覧と同一記載内容である。 

企業局側の記載内容のため修

正しないこと。 機能１・帳票名 

機能２・項目 

機能３・対応機能 

機能概要 

対応方針 対応方針を以下から選択し記号で記載す

ること。 

・Ａ 

パッケージ標準対応（カスタマイズ不

要） 

・Ｂ 

パッケージのカスタマイズ対応。但し、

パッケージに機能組込を実施 

・Ｃ１～Ｃ８ 

代替対応 

代替手段について次のものから選択

し、Ｃ１～Ｃ８を記載すること。また、

複数の代替手段を組み合わせる場合

は、代替対応内容のうち最も主となる

ものを選択すること。 

・Ｃ１：ＥＵＣ 

パッケージ内又は、パッケージと標準

的に連携するシステムを用いたデータ

抽出機能等で代用 

・Ｃ２：別ソフト 

パッケージと別のパッケージソフト

Ａ、Ｂ、Ｃ１～Ｃ８、Ｄ、Ｅの何

れかの記号で回答すること（記号

Ｆで回答の場合、失格となるので

注意すること）。 
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項目名 記載内容 注意事項 

ウェア導入 

・Ｃ３：別ツール 

スクラッチソフトウェアやツール（オ

フィスソフトのマクロ等）を開発 

・Ｃ４：ＲＰＡ 

ＲＰＡソフトウェアで対応 

・Ｃ５：既存改修 

連携先となる既存システムの改修によ

り対応 

・Ｃ６：運用保守 

運用保守作業対応 

・Ｃ７：代替運用 

代替運用提案 

・Ｃ８：その他 

上記以外の対応 

・Ｄ 

小～中カスタマイズ対応。選択肢「Ｅ」

となるもの以外のカスタイマズ 

・Ｅ 

大規模カスタマイズ対応。次の要素を

含むカスタマイズ 

・ＤＢ追加：データベーステーブル又

は項目の追加 

・画面追加：オンライン画面の新規追

加 

・一括更新：バッチ一括更新処理の新

規追加 

・その他 ：上記には含まれないが、

提案者が大規模なカスタマイズと

認識するもの。 

・Ｆ 

  対応不可（失格） 

留意事項 留意事項等があれば記載すること。 Ｃ１～８については、必ず対

応概要(制限事項・具体的な代替

案など)を記載すること。 

カスタマイズ時概算経費 対応方針記号Ｂ、Ｄ、Ｅの場合、対応に必

要な費用を、消費税抜き・円単位で記載する

こと。 

他の事項と合算される場合等

についても、案分等により対応す

ること。 

(c) 回答書のうちＡ又はＣ１～８と回答したものは、企業局の想定している機能とパッケー

ジ標準の機能が合致しているか、デモンストレーション等において確認を実施する。な

お、企業局の想定とパッケージ標準とが合致しない場合、評価における減点の対象とな

る場合があるため、注意すること。 

エ 見積関係書類 

 見積書 

金沢市企業局上下水道設計積算システム構築業務委託公募型プロポーザル実施要領（以下

「実施要領」という。）「６ 選定及び特定方法等」における「提案価格」に係る見積書であ

る。 

（様式８）見積書に記載し、以下のことに留意すること。なお、回答書の行及び列の追加・削

除は不可とする。 

a 本提案に係る経費の総額について、見積額を記載すること。 

b 提案範囲を実現するために必要となる経費については、必ず提案において明示し、見積

額には、本提案に係る経費の全てを含むこと。 

c 本業務（システム構築）に係る経費と、システム運用等に係る経費に分けて見積額を記
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載すること。 

d 本業務（システム構築）に係る経費に係る見積額の記載 

(a) 本業務（システム構築）に係る経費については、令和７年度以外の経費発生が認められ

ないことから、令和７年度から令和 12 年度の列のうち、令和７年度の列のみ記載する

こと。 

(b) 令和７年度の列の①行に消費税及び地方消費税を抜いた見積額を記載すること。 

(c) 令和７年度の列の②行に①行に係る消費税及び地方消費税額を記載すること。 

(d) 令和７年度の列の③行に①行と②行の額の合算額を記載すること。 

(e) 令和７年度の列の③行に記載した額を③行の（Ａ）計列に記載すること。この記載した

額が、実施要領「５ (1) ア (ｱ) a」記載の「システム構築に係る経費 上限額」を超

えないこと（超えた場合は失格となる）。 

(f) 令和７年度の列の③行に記載した額が、実施要領「５ (1) ア (ｱ) a」記載の「システ

ム構築に係る経費」を超えないこと（超えた場合は失格となる）。 

e システム運用等に係る経費の記載 

(a) 令和８年度から令和 12 年度の列のうち、経費が発生する年度の列に記載すること。経

費が発生しない年度については０又は空白とすること。現段階では、本システムの想定

利用期間は５年である。保守期間については、令和８年４月から令和 13 年３月末を想

定しているため、令和８年度から令和 12 年度の列には 12 ヵ月分の経費を記載するこ

と。また、令和 12 年度に本システムの利用を終了し、次期システムに移行すると仮定

して、次期システムへの移行準備作業経費も本提案に含むこと。 

(b) 提案範囲を実現するために必要となる経費については、必ず提案において明示し、見積

額には、本提案に係る経費の全てを含むこと。 

(c) OS・ミドルウェア等のバージョンアップに伴う大規模更新作業業務について０円とする

こと。なお、運用開始後の開発環境等に必要となる経費も本提案に含むこと。 

(d) 本システム利用終了時の次期システムへの移行準備作業について０円とすること。 

(e) その他の行について経費が発生する場合は、業務名列に発生する経費の概要を記載する

こと。 

(f) 年度毎にシステム運用等に係る経費（業務区分列に「運用等」とある行）を合算し、各

年度の列の④行に消費税及び地方消費税を抜いた額を記載すること。 

(g) 各年度の列の⑤行に④行に係る消費税及び地方消費税額を記載すること。 

(h) 各年度の列の⑥行に④行と⑤行の額の合算額を記載すること。 

(i) 各年度の列の⑥行に記載した額のうち、令和８年度から令和 12 年度に係る経費までを

合算し、⑥行の（Ａ）計列に記載すること。 

f 提案価格に係る評価の対象となる見積価格の記載は以下のとおりとすること。 

(a) 年度毎に、③行と⑥行に記載された額を合算し、⑦行に当該合算額を記載すること。 

(b) 各年度の列の⑦行に記載した額のうち、令和７年度から令和 12 年度に係る経費までを

合算し、⑦行の（Ａ）計列に記載すること。 

(c) ⑦行の（Ａ）計列に記載された額が「見積価格」となる。 

 システム構築・運用に係る経費の見積価格内訳書 

（様式８）見積書に記載の「金沢企業局上下水道設計積算システム構築業務委託」の内訳

であり、合計額を合わせることとし、（様式９）システム構築・運用に係る経費の見積価格内

訳書に記載すること。 



金沢市企業局上下水道設計積算システム構築業務委託公募型プロポーザル提案依頼書 

6 

a 消費税抜きの金額とすること。 

b 回答書の行が不足する場合は、適宜行を追加すること。列については適宜追加すること。

但し、行及び列の削除は行わないこと。 

２. 業務詳細デモンストレーションの実施 

提案者は、提案に含まれるパッケージソフトのデモンストレーション（以下「業務詳細デモンス

トレーション」という。）を実施すること。業務詳細デモンストレーションの日程、内容等について

は、企業局から提案者に後日通知する。 

(1)  実施予定日時 

ア 令和７年７月中旬 から 同年７月下旬までのうち、企画提案書等の提出者１名当たり半日程

度を指定する。 

イ 対応可能な時間帯や日程について、企画提案書等の提出者として選定された者に対して確認

は行うが、企業局は必ずしも確認内容に対応するわけではない。企業局確認に対する提案者

の回答と異なる日時を指定されても、提案者は企業局の指定に従うこと。 

(2)  実施予定場所 

金沢市企業局本庁舎内 

(3)  機器等 

ア 業務詳細デモンストレーションに必要な機器は原則として企画提案書等の提出者が用意する

こと。 

イ 企業局側で準備可能な機器がある場合は、企画提案書等の提出者として選定された者に対し

後日通知する。 

(4)  その他 

ア 業務詳細デモンストレーションシナリオについては、企画提案書等の提出者として選定され

た者に対し後日通知する。 

イ 説明は、総括責任者又はプロジェクトリーダーが行うこととし、実施できない場合は、その理

由をデモンストレーションの冒頭に説明すること。 

ウ 企画提案書等の提出者を特定できるような発言等は行わないこと。 

エ 業務詳細デモンストレーションに参加しない場合は、辞退したものとみなす。 

３. プレゼンテーションの実施 

提案者は、提案者による本提案内容を企業局に示すため、提案書抜粋版に基づくプレゼンテー

ションを実施すること。プレゼンテーションの日程、場所等については、企業局から提案者に後日

通知する。 

(1)  実施予定日時 

令和７年８月４日（月）において、企画提案書等の提出者 1 名当たり 80 分程度を指定する。

説明に 60 分、質疑応答に 20 分の配分を目安とする。なお、以上は予定であり、企業局の都合に

より変更する場合があるものとする。 

(2)  実施予定場所 

金沢市企業局本庁舎内 
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(3)  機器等 

ア プレゼンテーションに必要な機器は原則として企画提案書等の提出者が用意すること。 

イ 企業局側で準備可能な機器がある場合は、企画提案書等の提出者として選定された者に対し

後日通知する。 

(4)  その他 

ア プレゼンテーションは、提出された提案書抜粋版に基づいて行うものとし、追加資料の配付

は認めない。 

イ 説明は、総括責任者又はプロジェクトリーダーが行うこととし、実施できない場合は、その理

由をプレゼンテーションの冒頭に説明すること。 

ウ プレゼンテーション時にデモンストレーションを実施すること。デモンストレーション時間

はプレゼンテーション時間に含むものとする。また、デモンストレーションを実施するため

に必要な用意を行うこと。プレゼンテーション時に実施するデモンストレーションのポイン

ト（シナリオ等）については、企画提案書等の提出者として選定された者に対し後日通知す

る。 

エ 企画提案書等の提出者を特定できるような発言等は行わないこと。 

オ 状況により、録画やテレビ会議方式等によるプレゼンテーションとなる場合又はプレゼン

テーションを実施せず、書類審査のみとする場合がある。 

カ プレゼンテーションを実施した場合において、プレゼンテーションに参加しない場合は、辞

退したものとみなす。 
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第３章 留意事項 

企画提案書等を記載するにあたり、本システム構築仕様書において定義されている要件以外に、留意

すべき事項を次に示す。 

１. 本書における提案依頼範囲及び契約関係 

本書における提案依頼範囲は、それぞれ別の契約となることを前提として、それら全ての範囲を

含む提案を行うこと。また、提案においては以下の各項に記載されている事項を前提とする。 

(1) 本システム構築仕様書に基づく本システムの構築 

ア 提案者により本システム構築仕様書のとおりの業務（金沢市企業局上下水道設計積算システ

ム構築業務）の実施が可能であること。 

イ 本システム構築仕様書のとおりの業務は、企業局と提案者との委託契約によるものとする。

なお、委託契約の概要は以下のとおりとする。 

 企業局と提案者の間で構築開始から構築完了までの期間において、契約を締結する。 

 本システムの業務範囲の機能について、全て正常に本番稼働されたことが確認され、本提

案に係る文書類等の各種成果物の納品確認完了をもって基本的に業務完了及び検収とする。

詳細は提案者と企業局協議の上、決定するものとする。 

 契約に係る約款等（案）については、「別紙１ 契約約款等（案）」及び「別紙２ 情報セ

キュリティに関する特記仕様書（案）」に示すとおりとする。 

(2) 本システム構築完了後の運用保守 

ア 提案者が提出する見積書上の想定契約者により、本システム構築完了後に、本システム構築

仕様書記載の「運用保守業務要求定義」に示す要件を満たす業務（以下「運用保守業務」とい

う。）の実施が可能であること。 

イ 本システム構築仕様書記載の「運用保守業務要求定義」に示す要件のうち、物品等の保守につ

いては、運用保守業務ではなく、「(3) 本システムの構築、稼働、運用保守に必要となる物品

等の調達」に含め、物品等のメーカーその他の者により実施されるものでも良いものとする。 

ウ 本システム構築仕様書記載の「運用保守業務要求定義」に示す要件のうち、「本システム利用

終了時の次期システムへの移行準備作業」については、次のとおりとし、運用保守業務内の業

務とする。 

 本システム構築仕様書「本システム終了に係るデータ抽出及び資料作成作業」に示す作業

を行うものとする。 

 本システム利用終了時の次期システムへの移行準備作業は、令和 12 年度に実施を想定する

こと。なお、想定利用期間後の年度に実施する場合においても経費に変動が発生しないこ

とを前提とすること。 

エ 運用保守業務に係る契約については未定とし、企業局が運用保守業務に係る契約を締結する

場合は次のとおりとする。 

 企業局の各年度の予算承認を前提として年度単位の契約を締結する。 

 本システムの構築状況及び企業局の予算状況等により、契約内容は変動する可能性がある。 

(3) 本システムの構築、稼働、運用保守に必要となる物品等 

ア 本システムの構築、稼働、運用保守等に必要となる、機器、パッケージを含むソフトウェア等

の物品（以下「物品等」という。）は、企業局は可能な限り資産を所有せず、機器等について
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も、購入ではなく、賃貸借又は利用という形態を主とする方針であることから、運用保守費に

ふくめるものとする。 

イ 物品等は本システム構築仕様書に示す要件を満たすものとすること。 

(4) 本書における提案依頼範囲及び契約関係の特記事項 

提案に基づき、本システム構築仕様書に基づく本システムの構築業務について企業局が契約

を締結した場合においても、本書における提案依頼範囲における「本システム構築仕様書に基づ

く本システムの構築業務」以外の業務については、企業局は提案書の内容に基づき対応するよう

に努めるが契約を締結することを約束するものではない。また、企業局の判断により契約を締結

する場合においても契約期間等については企業局が定めるものとする。よって、これを前提とし

て提案を行うこと。 

２. 提案書記載事項 

「様式６ 提案書」に記載すべき内容について、記載内容ごとに以下のとおり示す。提案書を記

載するに当たっては、以下の事項を厳守すること。 

(1) 事業者能力評価 

以下に示す項目について必ず提案書に記載すること。 

ア 業務実績 

 水道事業 

人口 20 万人以上の自治体において、水道事業の設計積算システム（設計図から積算まで

が連動したシステム）構築業務の実績数。 

   (ｲ) 下水道事業 

自治体において、下水道事業の積算システム構築業務の実績数。 

      実績が無い場合は、構築できる技能、知識、手法を提示すること。 

 

イ システム構築に係るプロジェクト管理方法、体制 

 プロジェクト管理方法 

大規模な情報システム構築プロジェクトにおいては進捗管理の失敗による稼働遅延や、品

質低下による稼働後の障害発生等のトラブルのリスクが大きい。その様な課題に対して提案

者が有する技能、知識、手法等（以下「プロジェクト管理手法等」という。）を提示するこ

と。また提案者において、示されたプロジェクト管理手法等を実際のシステム構築プロジェ

クトに適用し、定性的又は定量的な効果が確認された事例があれば、効果を含めて事例を示

すことが望ましいものとする。以下に例を示す。 

a プロジェクトマネージメントに係る国際的な実質標準手法（PMBOK 等）の利活用 

b 他の同規模地方公共団体等で効果を発揮した提案者独自のプロジェクトマネージメン

ト技法の利活用 

c 提案者外部組織（地方公共団体に係る専業コンサルタント等）の参画 

 プロジェクト体制・推進方法 

本システム構築業務は、上下水道の設計積算を行う専門性の高い業務に関連するプロジェ

クトであり、それらの業務を深く理解する人員により実施される必要がある。そういった特

性を有するプロジェクトにおける、体制面及び推進方法に係る適格性や優位性を提示するこ

と。以下に例を示す。 
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a プロジェクトリーダー及びプロジェクト主要メンバーに係る他の同規模地方公共団体

等類似業務参画実績 

b プロジェクトリーダー及びプロジェクト主要メンバーの本業務関連資格保有状況（PMP、

情報処理技術者試験プロジェクトマネージャ等） 

 

ウ システム設計開発に係る業務パッケージソフトウェアの適切な適用及び職員負担軽減 

 パッケージソフトウェアの適切なカスタマイズ 

パッケージソフトウェアを適切にカスタマイズし、企業局の業務形態に合ったシステムを

構築できる技能、知識、手法等を有しているか。パッケージソフトウェアの適用において、

理想はノンカスタマイズ適用である。本業務においても真にやむを得ない場合を除いて、可

能な限りカスタマイズを抑制とすべきと考えているが、業務運用の見直しを行わなければ、

業務負担が増大する恐れが高いと認識している。しかし、業務運用見直しは困難であること

も多い。また、一旦はパッケージソフトウェアの運用を了承しても、実際の運用フェイズに

おいて問題が発生し、想定外の負担が発生する場合があり、その対応として受注者側で突発

的なシステム改修を図る必要が発生する場合も想定される。こういった課題に対応できる手

法等を有している場合は提示すること。以下に例を示す。 

a パッケージソフトウェアを最大限活用するための業務運用見直し等に係る手法例 

(a) 整備されたパッケージソフトウェア適用手順 

(b) 地方公共団体業務の見直しを支援するノウハウや組織 

(c) 地方公共団体業務改善ノウハウを有する者との連携 

b パッケージソフトウェアカスタマイズについて、真にやむを得ないカスタマイズと、そ

うでないカスタマイズの仕分けや、カスタマイズを削減に係る手法例 

(a) カスタマイズの優先付け、整理手法 

(b) パッケージソフトウェア自体におけるカスタマイズを削減する技術の導入 

(c) パッケージソフトウェア外で対応（RPA、ノンコーディングツール、OA ソフト等）によ

るパッケージソフトウェア側のカスタマイズ削減策 

c パッケージソフトウェアの適用に係る運用フェイズ等での問題発生を抑制する手法例 

(a) 実環境に近似したパッケージソフトウェアデモンストレーション環境を早期に構築し、

現行とパッケージソフトウェアでの仮並行稼働等の実施 

(b) 利用者側が早期から常時操作を行えるパッケージソフトウェアデモンストレーション

環境の設置 

(c) 運用保守での機能改善等を想定し、機能毎に「設計→実装→テスト→運用」を繰り返す

アジャイル的開発技法を構築から運用保守に至るまで全体的に導入 

 職員負担軽減 

受入れテスト、その他の情報システム構築・導入・開発等作業において、企業局側の作業

参画は必須であるが、通常業務に従事しつつ、情報システム開発作業に参画することは、業

務負担の増大を招くことになる。また、本稼働時のシステム切り替え時の負担も大きいこと

から、企業局側作業に係る負担軽減策を提示すること。以下に例を示す。 

a RPA 等によるテストの自動化 

b 提案者による受入テスト項目及び内容案の提示 

c 本稼働に係るシステム切り替え時の支援体制 
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エ 稼働準備に係る研修 

 研修内容 

本業務においては、本稼働前に行われる操作研修等によるシステム操作及び運用周知は非

常に重要性が高い。しかしながら、操作研修等は単純なシステム操作の説明に終始し、十分

な効果を得ることができない場合も少なくない。こういった課題への対策・手法を提示する

こと。以下に例を示す。 

a 研修専門のインストラクターによる研修実施 

b 企業局運用に最適化した研修テキストの整備 

c 理解度の低い者へのアフターサポート 

d 研修以外の手法による対応（本システム側の配慮で、簡易な研修でも運用が可能になる

等） 

 研修方法 

本業務が対象とするシステムは、人事異動等により新規利用者が生じる。こういった状況

に対応する体制の確保等について対策・手法を提示すること。以下に例を示す。 

a e-learning 

b 動画研修 

c 集合研修 

d  常時試用が可能なシステム環境の設置と早期展開 

(2) 提案内容評価 

以下に示す項目について必ず提案書に記載すること。 

ア 課題解決・業務改善 

 設計積算業務の効率化 

 水道において、システムの利用により設計積算業務に係る負担を軽減する提案、また下水

道においては、積算業務にかかる負担を軽減する提案とすること。以下に例を示す。 

a  設計図において、配管割りや詳細図が自動作成でき、図面作成業務軽減に繋がる提案 

b 設計図から数量表及び積算書を自動作成することにより、業務軽減に繋がる提案 

 違算の防止 

設計積算業務において、違算を防止できる提案とすること。以下に例を示す。 

a  設計者のミスを防止するためのチェック機能に関する提案 

d  設計者とは別の精査担当者が設計書のミスを容易に発見できる機能の提案（紙の帳票

での精査における優位性）。 

c  諸経費や各種補正が正しく適用されているかを容易に確認できる表示機能の提案 

 

イ 本システムの構築等 

 利用者の利便性向上 

本システム利用の導入により、利用者の利便性を高めることが可能な提案とすること。以

下に例を示す。 

a  視認性の良さ、動作速度の向上など快適にシステムを使用することに繋がる提案 

ｂ 単価改定の頻度や更新にかかる日数の短縮等に関する提案 

 システム構成 

本システム利用に必要となるサーバ環境で提供される各サービス、回線の設計及び業務ア
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プリケーションについて示すこと。 

 移行時の課題対応 

他システムから本システムに移行する際に生じると予想される問題と、解決のための有効

な手法について示すこと。以下に例を示す。 

a 旧システムで作成した設計書を、本システムで再現する方法 

b システム利用開始日を早め、十分な試用期間の確保 

(ｴ) 発展性 

将来的な人員不足や経営の効率化、広域連携等への理解度、取組姿勢、将来展望等につい

ての提案とすること。以下に例を示す。 

a 将来的な人員不足や経営の効率化への対応 

b 金沢市役所や石川県内のその他市町への発展性 

c その他、発展性のある追加提案 

 

ウ 本システムの運用保守等 

 職員負担軽減 

本システムの運用に係る企業局職員の負担を軽減する手法について示すこと。以下に例を

示す。 

a 運用作業の自動化 

b 月々の単価改訂の頻度や更新にかかる日数の短縮等に関する提案 

c 利用者からの質問対応窓口の設置 

d バックアップ管理の自動化 

 運用保守体制 

本システムの運用保守体制に対する考え方や体制、突発的な障害や、災害発生時の対応に

ついてその充実や優位性について示すこと。以下に例を示す。 

a 大規模災害に対するリスク管理、対応 

b 障害発生時の対応、体制 

c 令和 13 年 4 月以降の保守体制及び費用 

d その他、運用に関して優位となる提案 
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（総則） 

第１条 発注者と受注者とは、契約書に記載の委託業務（以下「委託業務」という。）に関し、契約書に

定めるもののほか、この約款に基づき、これを履行しなければならない。 

（委託業務の執行） 

第２条 発注者は、受注者に委託業務の執行を委託する。 

２ 受注者は、別紙仕様書により委託業務を執行しなければならない。 

３ 受注者は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、発注者の指示を受けるものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 受注者は､この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し､又は承継させてはならない。

ただし､あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は､この限りでない。 

（一括再委託の禁止） 

第４条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせて

はならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面によ

り発注者の承諾を得なければならない。 

（特許権等の使用） 

第５条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の権利（以下この条において「特許権等」という。）の対象となっている施行方法を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場

合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかっ

たときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（損害のために必要を生じた経費） 

第６条 業務の履行に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費

は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合におい

ては、これを発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議してこれを定めるものと

する。 

（委託業務結果報告書） 

第７条 受注者は、次条第２項に定める場合にあっては契約書に掲げる期間ごとに、それ以外の場合に

あっては契約期間の終了時に委託業務の執行の結果を記載した報告書（以下「委託業務結果報告書」

という。）を発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により委託業務結果報告書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認

めたときは、受理するものとする。 

（委託料の支払） 

第８条 発注者は、前条第２項の規定による委託業務結果報告書に添えて請求書を受理したときは、そ

の日から30日以内に請求された委託料を受注者に支払わなければならない。 

２ 委託料を月額又は回数に分けて支払う場合は、契約書のとおりとする。 

（委託料の減額） 

第９条 発注者は、受注者が委託業務の一部を執行しなかったときは、受注者と協議の上、委託料の一

部を減額することができる。 

（発注者の任意解除権） 

第10条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第12条の規定によるほか、必要があるときは、

（別紙１：契約約款（案）） 
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この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第11条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したと

きにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りで

ない。 

 (1) 履行期限内又は履行期限後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。 

 (2) 正当な理由がなくて着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。 

 (3) 委託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 

 (4) 正当な理由がなくて契約不適合に対する履行の追完がなされないとき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが

できる。 

 (1) 第３条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

 (2) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。 

 (3) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (4) 受注者のこの契約の一部の履行が不能である場合又は受注者がこの契約の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ

ないとき。 

 (5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を

した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約

した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 (7) 委託業務の執行が著しく困難になったことその他やむを得ないと認められる事由によって、受注

者がこの契約の解除を申し入れたとき。 

 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者

が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者その他経

営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団又は暴力団員である

と認められるとき。 

  イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしていると認められるとき。 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

  エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると

認められるとき。 
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  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

  カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知

りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としてい

た場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者

がこれに従わなかったとき。 

  ク 受注者が金沢市契約規則(平成15年規則第１号)第43条の２第１項第７号から第10号までに規

定する談合その他不正行為のいずれかに該当したとき。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、発注者に対してその損害の賠償を求め

ることはできない。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第13条 第11条又は前条第１項に規定する場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、発注者は、前２条の規定により契約を解除することができない。 

（受注者の催告による解除権） 

第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ

の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に

おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 契約の内容を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

 (2) 契約の履行の中止期間が履行期間の10分の５を超えたとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第16条 第14条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受

注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除等に伴う措置） 

第17条 発注者は､この契約が解除された場合において､受注者が既に業務を完了した部分（以下「既履

行部分」という。）の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に

合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既

履行部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。 

２ 受注者は、この契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく発注

者に返還しなければ ならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失

により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてそ

の損害を賠償しなければならない。  

３ 受注者は、この契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他

の物件があるときは、 遅滞なく当該物件を撤去（発注者に返還する貸与品、支給材料等については、

発注者の指定する場所へ搬出。以下この条に おいて同じ。）するとともに、履行場所等を原状に復し

て発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所

等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状

回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を

申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。  

５ 第２項及び第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第11条又は第12条
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第１項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第10条第１項、第14条又は第

15条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を

請求することができる。 

 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

 (3) 第11条又は第12条の規定により債務の履行後にこの契約が解除されたとき。 

 (4) 受注者がこの契約の履行にあたり第23条の規定に違反したとき。 

 (5) 前４号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の

１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) 第11条又は第12条の規定により債務の履行前にこの契約が解除されたとき。 

 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務につ

いて履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規

定により選任された破産管財人 

 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）

の規定により選任された管財人 

 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなさ

れる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当する場合においては、発注者は、違約金として、遅延日数１日につき、委託料

（既に債務を履行した部分がある場合には、当該部分に対する委託料相当額を控除した額）の1000分

の１に相当する額を徴収するものとする。 

６ 第１項第１号に該当する場合においては、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあると

きは、発注者は遅延利息として、遅延日数に応じ、業務委託料（既に引き渡しを受けた部分がある場

合には、当該部分に対する委託料相当額を控除した額）につき、年３パーセントの割合で計算した額

を徴収して委託期間を延長することができる。 

７ 第２項の場合（金沢市契約規則第31条第１項において読み替えて準用する同規則第５条第１項第６

号の規定による担保の提供を受けている場合にあっては、第12条第１項第８号又は第９号アからキま

での規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、契約保証金の納付又はこれに代わる

担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当

することができる。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請

求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発

注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 
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 (1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

２ 第８条第１項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に

つき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求す

ることができる。 

（建物等に対する損害賠償） 

第20条 受注者は、委託業務の執行によって発注者の建物及び設備等に損害を与えたときは、発注者に

対してその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が発注者の責めによる場合又は

天変地異その他受注者の責めとならない事由による場合においては、この限りでない。 

（第三者に対する損害賠償） 

第21条 受注者は、委託業務の執行によって第三者に損害を与えたときは、一切自己の責任においてこ

れを解決しなければならない。 

（損害賠償の予約） 

第22条 発注者は、受注者が金沢市契約規則第43条の２第１項第７号から第10号までのいずれかに該当

したときは、契約の解除の有無にかかわらず、契約金額の100分の20に相当する損害賠償金を徴収す

る。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。 

(1) 受注者が金沢市契約規則第43条の２第１項第７号から第９号までのいずれかに該当する場合で、

この契約に関し、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措

置命令又は独占禁止法第62条第１項に規定する納付命令の対象となる行為が不公正な取引方法（昭

和57年公正取引委員会告示第15号）第６項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認め

るとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が金沢市契約規則第43条の２第

１項第10号の規定に該当する場合で、当該受注者に対する刑の確定が刑法第198条の規定によるも

のであるとき。 

２ 発注者は、受注者が金沢市契約規則第43条の２第１項第10号に該当し、かつ、次の各号のいずれか

に該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、損害賠償金として、前項に規定する額のほかに、

契約金額の100分の５に相当する額を徴収する。 

(1) 金沢市契約規則第43条の２第１項第７号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７

条の３第１項の規定の適用があるとき。 

(2) 金沢市契約規則第43条の２第１項第10号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違法行

為の首謀者であることが明らかになったとき。 

(3) 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を、発注者に提出しているとき。 

３ 前２項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。 

（個人情報の保護） 

第23条 受注者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第１項に規

定する個人情報をいう。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

２ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

３ 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、この契
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約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して

はならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

４ 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取得するときは、その業務の目的の達成に必

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

５ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために個人情報の取扱責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な措置を

講じなければならない。 

６ 受注者は、その従事者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の適正な管理が図ら

れるよう、当該従事者に対する必要な監督を行わなければならない。 

７ 受注者は、この契約に基づく事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密

等の保持及び個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 

８ 受注者は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と派遣元の契約

内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

９ 受注者は、あらかじめ発注者の書面による指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に

関して知り得た個人情報を契約の目的外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならな

い。 

10 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承認があるときを除き、この契約による業務を処理する

ために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

11 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承認があるときを除き、この契約による業務を処理する

ための個人情報の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

12 受注者は、発注者の承認により、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを第三者

に委託し、又は請け負わせる場合には、発注者が受注者に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と

同様の措置を当該第三者に書面により求めるものとする。 

13 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受け、又は自ら取得し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了（業務中止及び業務廃止を含む。）後直ちに発注者

に返却し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が書面により別に指示したときは、その指示に

従うものとする。 

14 受注者は、この契約による業務により保有する個人情報については、本契約終了後直ちに消去し、

又は廃棄しなければならない。ただし、発注者が書面により別に指示したときは、その指示に従うも

のとする。 

15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに

その状況を発注者に通知し、適切な措置をとらなければならない。また、調査結果を遅滞なく発注者

に報告しなければならない。 

16 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するに当たり、個人情報の取扱責任者の設置及びそ

の他個人情報の管理状況について報告を求め、又は実地等による調査をすることができるものとする。 

17 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その

取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 

（秘密の保持） 

第24条 受注者は、この委託業務の執行により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（規定の適用） 

第25条 この契約に定めるもののほか、金沢市契約規則の定めるところによる。 

（疑義の決定） 
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第26条 この契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、定めるものとする。 

  



金沢市企業局上下水道設計積算システム構築業務委託公募型プロポーザル提案依頼書 

20 

 

 （守秘義務） 

第１条 受注者は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

ならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、委託業務の着手前に、情報セキュリティに関する特記仕様書を遵守する旨の誓約書

を発注者に提出しなければならない。 

 

 （目的外使用及び第三者への提供の禁止） 

第２条 受注者は、委託業務で取り扱う個人情報を委託業務の目的以外に使用してはならない。 

２ 受注者は、委託業務での使用を目的として提供を受け、又は貸与された情報資産を委託業務以

外の目的に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。 

 

 （管理責任者の選任・体制） 

第３条 受注者は、委託業務で取り扱う個人情報及び情報資産の管理責任者及び従事者を選任し、

委託業務の着手前に、書面により発注者に提出しなければならない。 

２ 受注者は、第１項により選任された管理責任者等に変更が生じたときは、書面により速やかに

発注者に提出しなければならない。 

３ 受注者は、個人情報及び情報資産の安全管理について、責任体制を構築し体制図又は体制表を

書面により発注者に提出しなければならない。 

４ 受注者は、第３項により提出した体制図又は体制表に変更が生じたときは、書面により速やか

に発注者に提出しなければならない。 

 

 （作業場所の特定） 

第４条 受注者は、委託業務で情報資産を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、委託

業務の着手前に、書面により発注者に提出しなければならない。ただし、作業場所を限定するこ

とが困難な場合は保管場所を指定すること。 

２ 受注者は、前項により定めた作業場所及び保管場所を変更する場合は、事前に書面により発注

者に提出しなければならない。 

３ 受注者は、委託業務に従事している間、発注者又は受注者が発行する身分証明書を携行し、身

分証明書の提示を求められた場合は、速やかにこれに応じるものとする。 

 

 （教育の実施） 

第５条 発注者が、受注者向けに情報セキュリティの研修を実施する場合は、委託する業務の管理

責任者が必ず出席しなければならない。 

２ 受注者は、従事者に対し委託業務に関する遵守事項の内容を周知徹底し、その遵守に関する教

育及び緊急時対応のための訓練を計画的に実施しなければならない。 

 

 （受渡し） 

第６条 受注者は、委託業務で取り扱う情報の提供又は貸与される情報資産の受渡しを行う場合は、

その日時、担当者、内容、種類等の必要な事項について記録した書面を作成し、受注者発注者双

方の担当者の押印等をもって確認するものとする。 

２ 受注者は、情報資産の受渡しを行うものは、管理責任者又は担当従事者に限定しなければなら

（別紙２：情報セキュリティに関する特記仕様書（案）） 
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ない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第７条 受注者は、委託業務で取り扱う情報資産について、複写又は複製してはならない。ただし、

委託業務を実施する上でやむを得ず複写又は複製するときは、あらかじめ発注者に通知し、その

承認を得なければならない。 

 

 （持ち出しの禁止） 

第８条 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持ち出して

はならない。 

 

 （情報資産の運搬等） 

第９条 受注者は、委託業務で取り扱う情報資産を運搬する場合は、預かり証を発注者に対して交

付しなければならない。また、可能な限りファイルの暗号化、パスワード設定等の保護対策を行

い、鍵付きのケース等に格納するなど、情報資産の紛失や不正利用を防止するための措置を講じ

なければならない。 

２ 受注者は、通信回線を使用した外部との情報交換を行う場合は、発注者の承諾を得なければな

らい。 

３ 前項で発注者が承諾した場合は、伝送手順や伝送途上に情報が破壊、盗聴、改ざん、消去等を

防止するための通信回線及び回線装置等を使用しなければならない。 

４ 受注者は、委託業務で取り扱う個人情報を電子メール等で送受信してはならない。 

 

 （機器の制限） 

第10条 受注者は、委託業務で取り扱う情報資産の保管又は処理に、発注者から貸与されたパソコ

ン、モバイル端末等（以下「情報機器」という。）、ハードディスク、ＵＳＢメモリ、ＦＤ、ＣＤ、

ＳＤカード、磁気テープ等（以下「記録媒体」という。）以外を使用してはならない。委託業務上、

やむを得ず持ち込み、使用するときは、用途を限定しあらかじめ発注者の承諾を得て、管理責任

者の管理下で使用すること。 

２ 前項で発注者が承諾した持ち込み情報機器、記録媒体及び受注者等の施設に設置されている情

報機器を使用するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 情報漏えい、ウイルス感染を防止するため、発注者が保有しているネットワークに接続し

てはならない。 

 (2) 不正プログラム対策ソフトウェアの導入、セキュリティパッチの適用を実施し常に最新化

した状態で使用すること。 

 (3) 個人所有の情報機器又は記録媒体を使用してはならない。 

 (4) 記録媒体によって、情報を発注者に提供する場合は、当該記録媒体について最新の不正プ

ログラム対策ソフトにより検査を行わなければならない。 

 

 （情報資産の保管） 

第11条 受注者は、個人情報を含む印刷物及び情報資産を格納した記録媒体を管理責任者及び従事

者以外の者がアクセスできないようにファイルの暗号化、パスワード設定等の保護を行わなけれ

ばならない。さらに、紛失、改ざん及び漏えいの防止対策を講じるとともに、施錠可能な保管庫
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等又は入退室管理の可能な保管室で保管すること。 

 

 （返還、消去又は廃棄） 

第12条 受注者は、委託業務終了時に発注者より受領した情報資産、受注者が加工及び収集した情

報（バックアップデータを含む。）について、次に掲げる措置により、返還、消去又は廃棄を実施

しなければならない。 

 (1) 受注者は、発注者より受領した情報資産を速やかに返還、消去又は廃棄するとともに、個人

情報のファイル名、媒体名、消去又は廃棄の方法、その日時、担当者、内容、数量等の必要な

事項について記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 

 (2) 受注者は、加工及び収集した情報を消去又は廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊又

は無意味な情報で複数回上書きを行うとともに、その手段等を記録し、書面により発注者に対

して報告しなければならない。 

 (3) 受注者は、個人情報を取り扱った情報機器及び記憶媒体を他の目的に再使用するときは、

記録されている個人情報及び使用許諾を得て使用していたソフトウェアを確実に消去又は上

書きをしなければならない。 

 (4) 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し、発注者から立ち合いを求められた場合は、これ

に応じなければならない。 

 

 （サーバ等の管理） 

第13条 受注者は、サーバ機器及びその周辺機器（以下「サーバ等」という。）の取り付けを行う場

合は、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置するものと

し、施錠等容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、サーバ等を金沢市企業局庁舎外に設置する場合は、発注者の承認を得なければなら

ない。また、定期的に当該サーバ等への情報セキュリティ対策状況について確認するとともに、

発注者から要請があった場合は、その結果を報告しなければならない。 

３ 受注者は、サーバ等の電源について、停電等による電源供給の停止に備え、当該サーバ等が適

切に停止するまで十分な電力を供給できる容量の予備電源を備えつけなければならない。 

４ 受注者は、通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等を防止するために配線収納管を使用する等、

必要な措置を講じなければならない。 

 

 （サーバ等の廃棄又はリース返却等） 

第14条 受注者は、サーバ等を廃棄又はリース返却等をする場合は、サーバ等からの情報漏えいを

防止するため、次に掲げる措置を用いて実施しなければならない。 

(1) データ消去ソフトウェア又はデータ消去装置で消去すること。 

(2) サーバ等を磁気的に破壊又は物理的に破壊すること。 

(3) サーバ等の廃棄及びリース返却の記録を保管すること。 

 

（セキュリティ区画） 

第15条 受注者は、発注者のセキュリティ区画内（電子計算機室等）に立ち入る場合は、発注者の

許可を得なければならない。 

２ 受注者自身の施設内において委託業務を実施している場合は、セキュリティ区画への入退室を

許可された者のみに制限し入退室管理を行い、許可のない者の入室を防止すること。 
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 （紛失及び盗難防止策） 

第16条 受注者は、委託業務で使用する情報機器及び記録媒体の紛失、盗難時における情報漏えい

を未然に防止するため、パスワード機能及び暗号化機能を設定するとともに、使用時以外は保管

する場所を定め、施錠可能な保管庫又は入退室管理が可能な保管室で保管すること。 

 

 （従事者の遵守事項） 

第17条 従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 従事者は、委託業務により知り得た個人情報及び情報資産を目的外に使用してはならない。

また、第三者に提供してはならない。 

 (2) 従事者は、契約書、仕様書及び特記仕様書の記載されている情報セキュリティ関連事項を

遵守しなければならない。 

 (3) 従事者は、委託業務以外の目的で情報資産の外部への持ち出し、情報システムへのアクセ

ス、電子メールアドレスの使用及びインターネットへのアクセスを行ってはならない。 

 (4) 従事者は、発注者より貸与された情報機器の改造及び増設・交換、ソフトウェアに関するセ

キュリティ機能の設定を発注者の許可なく変更してはならない。 

 (5) 従事者は、インターネットで利用できるフリーメール、ネットワークストレージサービス、

ファイル交換ソフト及びその他業務上必要のないソフトウェアを利用してはならない。 

 (6) 従事者は、情報機器、記録媒体及び個人情報が印刷された文書等が、第三者に使用、閲覧さ

れることがないように離席時の端末ロックや定められた場所への保管等、適切な措置を講じな

ければならない。 

 (7) 従事者は、不正プログラムに感染又は感染が疑われる場合は、ネットワークケーブルの即

時取り外しを行わなければならない。 

 

 （ＩＤ及びパスワード等の管理） 

第18条 従事者は、貸与される情報システムを利用する場合は、発注者から従事者ごとに付与され

たユーザＩＤ及びパスワードを利用するものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 自身が利用しているユーザＩＤは、他人に利用させてはならない。 

 (2) ユーザＩＤ及びパスワードを秘密にし、その照会等には一切応じてはならない。 

 (3) パスワードのメモを作成し、机上、ディスプレイ周辺等にメモを置いてはならない。 

 (4) 情報機器等のパスワードの記憶機能を利用してはならない。 

２ 従事者は、情報システムの利用時にシステムの異常、機器の故障及び破損等が発生した場合は、

速やかに発注者に報告しなければならない。 

 

 （情報システムへのアクセス許可） 

第19条 受注者は、発注者が貸与する情報システムへのアクセス許可について、次のとおり利用す

るものとする。 

 (1) 受注者は、委託業務の着手前に書面により、情報システムを利用する従事者の氏名、所属等

を提出しなければならない。 

 (2) 受注者は、従事者に変更が生じた際は、書面により速やかに発注者に提出しなければなら

ない。 

 (3) 発注者は、委託業務の内容に応じて利用者権限の範囲を設定し、従事者ごとにアクセス権
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限を付与するものとする。 

 

 （ネットワーク管理） 

第20条 ネットワークを管理する受注者は、ネットワークの可用性の確保及びネットワークを利用

した不正アクセス行為を防止するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。 

 (1) 受注者は、ネットワーク構成図、ＩＰアドレス設計情報、ＩＰアドレス設定情報及びネット

ワーク機器台帳等を適切に管理しなければならない。 

 (2) ネットワーク機器の監視を目的とした通信履歴及び障害履歴等のログを取得する機能を設

けるとともに、取得したログについて定期的に点検し、発注者に報告しなければならない。 

(3) 受注者は、ネットワーク機器の脆弱性に関する情報を収集し、修正プログラムが公開された

ときは、必要に応じて動作確認等を検証し、発注者と協議の上、修正プログラムの適用をしな

ければならない。 

(4) インターネット等の外部ネットワークを利用した遠隔操作を禁止する。 

(5) 発注者が、付与する管理者用ユーザＩＤとパスワード以外利用してはならない。 

２ 受注者は、発注者の保有するネットワークに許可なく、次に掲げる行為を行ってはならない。 

 (1) 情報機器及びネットワーク機器を接続する行為 

 (2) ネットワークに接続されている情報機器、ネットワーク機器の設定情報及びソフトウェア

を変更する行為 

 (3) ネットワークへの接続許可を受けた情報機器及びネットワーク機器を、他のネットワーク

に接続する行為 

 

 （システム開発及び導入） 

第21条 情報システムの開発及び導入を行う受注者は、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 情報システムの開発における責任者及び作業者を特定しなければならない。 

(2) 発注者が認めたハードウェア及びソフトウェア以外は、使用してはならない。 

(3) 情報システムの開発環境及びテスト環境を実運用中の環境から分離しなければならない。 

(4) 情報システムの開発環境及びテスト環境から実運用環境への移行について、移行計画の策

定時に移行手順を明確にしなければならない。 

(5) 導入する前にテスト計画書を作成し、発注者の承認を得て、当該計画書に従いテストを実施

するものとする。 

(6) テスト環境で使用するデータは、実運用環境のデータを使用してはならない。 

(7) 開発環境及びテスト環境から実運用環境へ移行を行う場合は、実運用環境の情報資産を確

実に保存し、移行に伴うシステムの停止等の影響が最小限になるように配慮しなければならな

い。 

(8) 導入するシステムやサービスの可用性が確保されていることを確認した上で導入しなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、各種ログ（アクセス、システム、障害等）の履歴を収集及び点検する機能を設け、

取得事項、保存期間及び取り扱い方法を、発注者と協議の上決定すること。 

３ 受注者は、バックアップに関して、対象、取得手法、取得周期、復旧手順等を発注者と協議の

上決定すること。 

４ 受注者は、システムに係るソースコード、開発に関連する資料及び文書を業務上必要のある者

以外が閲覧できないよう、対策を講じ保管しなければならない。 
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 （情報システムの保守及び運用） 

第22条 情報システムの保守及び運用を実施する受注者は、次に掲げる事項に関して手順を定め、

業務着手前に発注者の承認を得るものとする。 

(1) 情報システムの起動及び停止に関する事項 

(2) 実行するオペレーションに関する事項 

(3) バックアップに関する事項 

(4) ハードウェア障害に関する事項  

(5) 操作上又は技術上、不測の事態が発生した場合の連絡に関する事項 

２ 受注者は、情報システムを変更する場合は、プログラム仕様書等の変更履歴、作業日時、実施

者及び手順等を定め、発注者の承認を得るものとする。 

３ 受注者は、ソフトウェアのバージョンアップ又は修正プログラムの適用をする場合は、他の情

報システムとの整合性を確認しなければならない。 

４ 受注者は、情報システムの各種ログを定期的に点検し、不正侵入、不正操作等の有無について

発注者に報告しなければならない。 

５ 受注者は、情報システムの障害発生に備え、緊急連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧を迅

速かつ適切に実施するために、緊急時対応手順を定め、あらかじめ発注者の承認を得るものとす

る。 

６ 前項の緊急時対応手順には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 緊急時の連絡体制 

(2) 発生した事案に係る報告すべき事項 

(3) 発生した事案への対応 

７ 受注者は、情報システムの障害が発生した場合は、緊急時対応手順に従って、その状況につい

て報告し発注者の指示に従って回復すること。 

８ 受注者は、情報システムの障害発生から回復を実施した後、次に掲げる措置を講ずるものとす

る。 

(1) 情報システム及び回復手段の安全性を速やかに確認すること。 

(2) 障害の原因及び処理内容を記録し報告すること。 

(3) 障害発生原因の特定及び分析を実施し、その再発防止に努めること。 

９ 受注者は、情報システムの障害に関して実施したすべての予防及び対策を記録するとともに、

証拠をすべて収集し、安全かつ確実に保管するものとする。 

 

 （事故時の対応） 

第23条 受注者は、委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、その事故の帰責

の有無に関わらず、直ちに発注者に当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、

発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

２ 発注者は、委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 

 

 （再委託の制限） 

第24条 受注者が委託した業務の一部を再委託しようとする場合は、委託業務の着手前に発注者の

承諾を得なければならない。再委託を行った場合は、発注者が受注者に対して求める情報セキュ
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リティ対策と同様の対策を再委託先に対し要求し、受注者が全ての監督責任を負うものとする。 

 

 （監査） 

第25条 受注者は、情報セキュリティに関する管理・履行状況についての報告及び立ち入り検査等

に協力しなければならない。 

 

 （契約の解除及び損害賠償） 

第26条 発注者は、受注者が契約書、仕様書及び特記仕様書に記載されているセキュリティ関連事

項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとす

る。 

 

 （その他） 

第27条 受注者は、契約書、仕様書及び特記仕様書の記載されているセキュリティ関連事項の他に、

業務内容に応じて適切な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。 

 


